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令和７年１０月３１日 

法務省民事局商事課 御中 

                            神奈川県司法書士会    

会長 坂根  隆志 

横浜市中区吉浜町１ 

電話045-641-1372 

メール jimukyoku@shiho.or.jp  

 

「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」 

に関する意見 

 

 神奈川県司法書士会は、法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改

正する省令案に対し、以下のとおり意見する。 

 

第三十条の二 

法第七条第二項第二号の規定又は第二十条の規定により遺言書保管ファイルに記録されている

者（自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。）の住所又は本籍

（以下この条において「被記録情報」という。）が明らかにされることにより、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第一条第二項に規

定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものそ

の他これに準ずる者が被害を受けるおそれがあるときは、当該被記録情報に係る遺言書の遺言

者（当該遺言者が死亡している場合にあっては、当該被記録者又は当該被記録者の相続人。第

八項において同じ。）は、遺言書保管官に対し、遺言者若しくは関係相続人等が遺言書保管フ

ァイルの記録の閲覧をする場合における出力装置の映像面又は遺言書情報証明書に、当該被記

録情報の表示又は記載をしない措置（以下この条において「非表示措置」という。）を講ずる

よう申し出ることができる。 

２ 前項の規定による申出は、当該申出に係る遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書

保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。 

３ 第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならな

い。 

一 法第四条第四項第二号に掲げる事項（遺言者が死亡している場合にあっては、当該遺言者

の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍（外国人にあっては、国籍。以下同じ。）及び死亡

の年月日） 

二 申出人の資格（遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の資格、氏名、出生の年月

日及び住所） 

三 法定代理人によって申出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法

定代理人が法人であるときはその代表者の氏名 

四 申出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先 

五 非表示措置を求める事項及びその理由 

六 申出の年月日 

七 遺言書保管所の表示 
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４ 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 被記録情報が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証明する書類 

二 申出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載さ

れている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書（遺言者が死亡している場合にあっ

ては、申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員

が職務上作成した証明書）（当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。） 

三 遺言者が死亡しているときは、当該遺言者が死亡したことを証明する書類 

四 申出人が被記録者の相続人に該当することを理由として申出をするときは、当該相続人に

該当することを証明する書類（当該申出に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付

がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に

掲げる書類を除く。） 

五 法定代理人によって申出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後

三月以内のもの 

５ 申出人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第三項

第一号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、か

つ、前項第三号に掲げる書類の添付を要しない。 

６ 遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、非表示措置を講ずるに当

たって必要があると認めるときは、申出人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示そ

の他必要な情報の提供を求めることができる。 

７ 遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出を相当と認める

ときは、非表示措置を講ずるものとする。 

８ 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、前項の規定による非表示措置を終了させるよう

申し出ることができる。 

９ 第二項から第七項まで（第四項第一号を除く。）の規定は、前項の規定による申出について

準用する。この場合において、第三項第五号中「非表示措置」とあるのは「非表示措置の終

了」と、第六項及び第七項中「講ずる」とあるのは「終了させる」と読み替えるものとする。 

10 第一項又は第八項の規定による申出に係る申出書又はその添付書類は、令第三条第一項の規

定による届出に係る届出書又はその添付書類とみなして、令第十条から第十二条までの規定並

びに第一章、次条、第三十二条、第四十九条から第五十一条まで及び第五章の規定を適用す

る。この場合において、令第十条第三項中「次に掲げる者」とあるのは「法務局における遺言

書の保管等に関する省令（令和二年法務省令第三十三号）第三十条の二第一項に規定する被記

録者又は当該被記録者の相続人」と、「申請等をした遺言者」とあるのは「同項又は同条第八

項の規定による申出に係る遺言書の遺言者」とする。 

 

【意見趣旨】 

 改正趣旨には賛成する。ただし、遺言執行時などに支障が生じることのない制度

とする必要がある。 

 また適用範囲について、ガイドラインなどで明確にすることを求める。 

 

【意見の理由】 

 被記録者の住所の秘匿は、ＤＶ等の暴力被害を防止し、その被害者を保護するた

めに有益かつ必要であると考える。 



3 

 

 改正案第３０条の２第１項で定める遺言者が、同条で定める遺言者の住所等の非

表示措置（以下「非表示措置」という。）の申出等を利用する動機は、被記録者が

ＤＶ加害者等に住所を知られることを恐れであることを鑑みるに、被記録者が第３

０条の２第８項に基づく非表示措置の終了を申し出ることは、大きな心理的負担を

伴うことが予想される。 

 一方で、非表示措置が継続した状態では、被記録者を特定することが出来ず遺言

執行に際し大きな支障が生じる恐れがあると考える。そのため非表示措置が継続さ

れ、被記録者が保護された状態でも、遺言執行を可能とする制度の構築が必要であ

ると考える。 

  

 また、今回の改正では「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律第１条第２項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危

害を受けるおそれがあるものその他これに準ずる者が被害を受けるおそれがあると

き」を要件としているが、「その他これに準ずる者が被害を受けるおそれがあると

き」の適用範囲が不明確であるため、ガイドラインを定めるなど規定の射程を明確

にする必要があると考える。 

 不動産登記においては、令和６年４月１日より登記事項証明書等における代替措

置が定められており、不動産登記規則第２０２条の３にて要件を定めている。同代

替措置は本改正と趣旨を一にするものであることから、保護すべき範囲も同一に考

えることが望ましいと考える。 

 

以上 


